
目

次

公
安
委
員
会

○
運
転
適
性
検
査
業
務
取
扱
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（
警

務

課
）
…
一

公

安

委

員

会

運
転
適
性
検
査
業
務
取
扱
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

成

田

晋

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

運
転
適
性
検
査
業
務
取
扱
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
運
転
適
性
検
査
業
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

運
転
適
性
検
査
業
務
取
扱
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
三
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日

号
外
第
二
十
一
号

令
和
三
年三

月
二
十
九
日

（
月
曜
日
）

改

正

後

改

正

前



（
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
十
月
青

森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い

（ ）2青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

（ ）3 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日

改

正

後

改

正

前



（ ）4青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）5 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）6青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）7 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）8青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）9 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）10青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）11 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）12青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）13 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）14青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）15 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）16青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）17 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）18青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）19 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）20青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）21 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）22青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）23 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）24青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）25 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）26青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日
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（ ）27 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）28青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）29 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（
青
森
県
放
置
違
反
金
の
徴
収
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

青
森
県
放
置
違
反
金
の
徴
収
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
五
月
青
森
県
公
安
委
員
会

規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ

に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に

改
め
る
。

（ ）30青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（ ）31 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日
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正

後

改

正

前



（ ）32青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（
委
託
講
習
等
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

委
託
講
習
等
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則

第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）33 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日

改

正

後

改

正

前



（ ）34青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）35 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）36青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）37 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）38青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）39 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）40青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）41 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）42青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）43 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）44青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）45 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）46青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）47 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）48青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）49 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（
青
森
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

青
森
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
（
平
成
二
十
八
年
三
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規

則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）50青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日

改

正

後

改

正

前



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使

用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な

す
。

２

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（ ）51 青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日



（ ）52青 森 県 報 号外第21号令和３年３月29日 月曜日
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